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                          第 ８ 号   

                              名古屋市立滝川小学校  
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２日（月） 委員会活動（５・６年 ６限、４年生は５限後14:15下校）、銀行引き落とし日 

３日（火） 遠足（１年 興正寺 ※学校で給食を食べます） 

４日（水） 遠足予備日（１年 給食あり）、スクールカウンセラー来校 

６日（金） 通知表配付 

１１日（水） 月曜時間割日、スクールカウンセラー来校        

１３日（金） 作品展（保護者鑑賞 １５：００～１８：００） 

１４日（土） 学校公開、１１：３０下校 

授業参観 ２限（９：４０～１０：２５） 

        作品展（保護者鑑賞 ９：００～１１：３０、１２：３０～１５：３０） 

１６日（月） 学校公開・作品展の代休日（学校はお休みです） 

１８日（水） 学校生活アンケート実施（４～６年）、体力・運動能力調査（１年） 

スクールカウンセラー来校 

１９日（木） 校外学習（３年 バロー滝川店 １０：００～１２：００） 

       避難訓練（業前）、教職員定時退校日 

２０日（金） ３時間授業（１１：３０下校） 

就学時健康診断（令和６年度入学予定児童、男子１３：１５～ 女子１４：００～） 

２３日（月） ４時間授業（１３：１５下校）、認証式 

２４日（火） 体力・運動能力調査予備日（１年） 

２５日（水） スクールカウンセラー来校 

２６日（木） 教職員定時退校日 

３１日（火）～１１月１日（水） 修学旅行（６年 京都・奈良） 

※ ３１日（火）は、修学旅行のため、６年生は分団登校をしません。 

※ 教育委員会より、毎月、定時退校日を設けるように指示が出ています。教職員定時退校日

（１９日、２６日）は、１６:４５（定時の勤務終了時刻）から、外線電話や来校された方

の対応ができませんので、ご了承ください。 

 



 

 

 

学校のきまりについて 

滝川小学校では、「滝川っ子の生活」という学校のきまりを基に、生活指導を行っています。「滝

川っ子の生活」は、みんなが気持ちよく、安心安全に過ごすことができるように様々な項目があり

ます。学校で指導をしていますが、以下の項目は、ご家庭でもお声掛けいただけると幸いです。 
 

〇 持ち物には、学年・組・名前を書きましょう。 

 → 落とした際に、持ち主のところに戻るようにするためです。上着や靴下などの衣類の落とし

物も持ち主がわからないことがよくあるので、衣類にも必ず記名をお願いします。 

〇 危ない遊びをしたり、人に迷惑をかけたりする遊びはしないようにしましょう。駐車場や道路

などでは遊ばないようにしましょう。 

 → 自分や周りの人が危険な目にあわないようにするなど、子どもたちの安全を第一に考えてい

るためです。 

〇 学習に必要のない物は、持ってこないようにしましょう。 

〇 友達同士で、お金や物の貸し借りをしたり、あげたりもらったりしないようにしましょう。 

〇 タブレットは、ルールを守って大切にあつかいましょう（勝手に設定を変えたり、チャットな

どで悪口を言ったりしないようにしましょう）。 

 → 学習に集中し、友達と楽しく学校生活を過ごすことができるようにするためです。 

 
 

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度と選定療養費について 

 名古屋市立学校で児童生徒等総数の 99.8%の方が加入している独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンターの災害共済給付制度に、滝川小学校のお子様にもご加入をお願いしています。災害共済給付

制度とは、以下の通りです。 

 

 
 

災害給付金の申請に際し、受診した病院名や診断結果等が必要となります。下校後に、学校管理

下（登下校を含む）でのけがのために受診した際は、お手数お掛けしますが、担任にお知らせくだ

さい。 

また、学校でけがをして病院に行く際には、事前に保護者の方に連絡し、受診する病院を相談さ

せていただいています。しかし、緊急を要する場合や保護者の方と連絡が取れないときは、学校や

救急隊の方の判断で受診する病院を決めさせていただきます。受診する病院や時間帯により、「選

定療養費」がかかる場合がありますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＴＡより 

10 月 13 日（金）・14 日（土）に、気軽に情報交換できる場として、茶話会を開催予定です。詳細

は、後日、滝川小学校連絡網（マ・メール）にてお知らせいたします。 

 『子どもが学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金（災害給付金）を

支払う制度』【「日本スポーツ振興センター」ホームページより】 

「選定療養費」について 

 「選定療養費」とは、地域の医療機関からの紹介状を持たない方が、総合病院等を受診した場

合に医療費とは別にかかる費用のこと（医療機能分化のために国が定めたもの）です。 

※ 保険適用外のため、給付の対象外となります。 

※ 救急搬送時でも、各病院の救急度等の判断により請求される場合があります。 

※ 金額は病院や診療科によって違いますが、令和４年度の診療報酬改定によると７,７００円ほ

どかかる病院が多いそうです。 


